
議案第44号

つくば市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例

つくば市自転車等駐車場条例（平成８年つくば市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条第２項中「並びにつくばセンター広場東２自転車駐車場」を「，つくばセ

ンター広場東２自転車駐車場並びにつくば駅前広場南自転車駐車場」に改める。

別表第１に次のように加える。

つくば駅前広場南自転車駐車場 つくば市吾妻一丁目110番地の一部

別表第３を次のように改める。

別表第３（第５条関係）

自転車等駐車 車両区分 一時駐車 定期駐車

場区画区分 期間 一般 学生

つくば駅中央 自転車 １日１回 １月 1,570円 790円

自転車駐車場 に つ き （1,260円） （630円）

第１区画 100円 ３月 4,210円 2,100円



（3,390円） （1,690円）

６月 8,430円 4,210円

（6,780円） （3,390円）

原動機付自 １日１回 １月 2,090円 1,040円

転車 に つ き ３月 5,760円 2,880円

200円 ６月 11,520円 5,760円

自動二輪車 １日１回

に つ き

300円

つくば駅中央 自転車 24時間毎 １月 2,090円 1,040円

自転車駐車場 に150円

第２区画及び

第３区画，つ ３月 5,760円 2,880円

くば駅西自転

車駐車場，つ

くば駅前広場 ６月 11,520円 5,760円

自転車駐車場

並びにつくば

センター広場

東１自転車駐

車場

つくば駅北１ 自転車 １月 2,090円 1,040円

自 転 車 駐 車

場，つくば駅 ３月 5,760円 2,880円

北２自転車駐

車場及びつく ６月 11,520円 5,760円

ばさくら大橋

北自転車駐車

場



つ く ば 駅 北 原動機付自 １月 2,800円 1,400円

オートバイ駐 転車 ３月 7,710円 3,850円

車場 ６月 15,420円 7,710円

自動二輪車 １月 4,110円 2,050円

３月 11,210円 5,600円

６月 22,420円 11,210円

つくば駅Ａ５ 自転車 24時間毎

南路上自転車 に150円

駐車場，つく

ば中央公園東

路上自転車駐

車場，つくば

中央図書館西

路上自転車駐

車場，つくば

中央図書館南

自転車駐車場

及びつくばセ

ンター広場東

２自転車駐車

場

つくば駅前広 自転車 24時間毎 １月 2,090円 1,040円

場南自転車駐 に150円 ３月 5,760円 2,880円

車場 ６月 11,520円 5,760円

原動機付自 24時間毎 １月 2,800円 1,400円

転車 に300円 ３月 7,710円 3,850円

６月 15,420円 7,710円

自動二輪車 24時間毎 １月 4,110円 2,050円

に450円 ３月 11,210円 5,600円



６月 22,420円 11,210円

備考

１ この表において「学生」とは，学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定

する学校又は専修学校若しくは各種学校に通学する者をいう。

２ 定期駐車の開始日が月の初日後である場合又は終了日が月の末日前である

場合においては，当該開始日又は当該終了日の属する月は，それぞれ１月と

みなす。

３ この表において，括弧内の駐車料金は，２段式駐車装置の上段に駐車する場

合の駐車料金とする。

附 則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。ただし，別表第１に次のように加

える改正規定及び別表第３の改正規定（つくば駅前広場南自転車駐車場の項に係る

部分に限る。）は，公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。


